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１ 計画策定の趣旨 

本市では人生 100年時代と言われる中、誰もが自分らしく生き生きと活躍することのできる社会

や、人口が減少しても安心して暮らすことのできる地域の実現に向けて、平成 27(2015)年度に「第

１次 周南市地域づくり推進計画」を、令和２(2020）年度に「第２次 周南市地域づくり推進計画」

を策定して、地域づくりに関する施策を展開してきました。 

しかし、市を取り巻く状況は大きく変化し続けています。急速に進む人口減少、少子高齢化の進

行、生活様式や居住形態・価値観の多様化、ICT・IoTの進化などにより、地域活動に参加する住民

は減少傾向にあり、地域住民相互のつながりの希薄化による地域力の低下が懸念されています。 

このような社会情勢の中、本市においては、地域住民が主体となり、地域特性を活かしながら、

市民（以下、「個人や地域団体、ＮＰＯ、教育機関、企業・事業所等」をいいます。）と市民、市民

と行政が連携し、持続可能な地域づくり活動に取り組んできました。 

こうした取組をさらに加速させ、「みんなが主役の地域づくりが進むまち」を実現するため、新

たに「第３次 周南市地域づくり推進計画」を策定します。 

２ 計画の位置づけ 

令和７年（2025）年度から始まる、本市の最上位計画となる『第３次 周南市まちづくり総合計

画前期基本計画（以下、「第３次 総合計画前期基本計画」という。）』においては、まちづくりの基

本理念を「将来世代へ 責任あるまちづくり」と掲げ、まちの将来像を「未来を歩む 生命力 満ち

るまち」としています。 

ここでは、基本理念とまちの将来像の実現に向けて取り組む諸施策を「まちの強み進化戦略」と

「市民生活を支える基盤強化」の二つに大別して体系化し、その展開において、共通の目的や使命

を持つものを「施策の束」として連携させることで相乗効果を高めて行くこととしています。 

本計画は、「市民生活を支える基盤強化」の体系にある「人生 100 年時代の暮らしと生きがいを

支える施策の束」の中の主な推進施策の一つであり、「地域づくり・文化」の分野に分類され、地

域に暮らす一人ひとりが主役となり、地域特性を生かしながら、持続可能な地域づくりを推進する

うえでの指針となる「アクションプラン」として位置づけます。 

３ 計画の期間 

本計画の計画期間は令和７ (2025）年度から令和

11(2029）年度の５年間とします。 

また、上位計画である「第３次総合計画前期基本計画」

の見直しや国内外の社会情勢・政策の変化等を踏まえ、必

要に応じて見直しを行います。 

４ 基本理念（目指す姿） 

本計画では、これまで進めてきた市民と市民、市民と行

政の連携による地域づくり活動を更に進化させ、地域の

一人ひとりが主役となり、将来世代が安心して暮らすこ

とのできる社会の実現を目指します。 

このため、本計画の基本理念（目指す姿）を『みんなが

主役の地域づくりが進むまち』とします。 
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みんなが主役の地域づくりが進むまち

多世代が参画 他分野での協働

● 参画する世代が限定的
● 参画する人が限定的

● 広がりが出ていない

これまでの 参画

● 対象者ごと

● 分野・事業ごと

● 目の前の課題解決型

● 地域の負担感

これまでの 協働

地域の新たな魅力や新たな価値の創出

多様化・複雑化する地域課題への対応

地域のみんなが主役となり、

できる時に、できることを、できる範囲で

誰もがつながり合えるコミュニティの形成

地域を「支える」「つなぐ」

地域の中で「掘り起こす」「育てる」

「電子技術」や「デジタル技術」の活用

市民と市民、市民と行政の連携
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５ 計画の構成 

本計画は、『みんなが主役の地域づくりが進むまち』の実現に向けて、３つの「推進施策」と 10

の「具体的な取組」で構成します。 

（１）３つの「推進施策」 

 ① 住民主体の地域づくりの促進 

 ② 地域づくり活動の担い手への支援 

 ③ 地域づくり活動拠点の確保 

住民主体の地域づくりの促進に向けて、地域づくり活動

の担い手の支援を行うと同時に、地域づくり活動を行う拠

点の確保に努め、『みんなが主役の地域づくりが進むまち』

の実現を図ります。 

 

推進施策 具体的な取組 

１．住民主体の 
  地域づくりの促進 

（１）地域の夢プランの推進 

（２）小さな拠点づくりの推進 ※対象地域：中山間地域 

（３）関係人口の拡大、活動人口の創出 ※主に中山間地域を対象とする 

２．地域づくり活動の 
  担い手への支援 

（４）自治会活動の支援 

（５）地域団体のマネジメント力の強化と新たな担い手の確保 

（６）市民活動の促進 

（７）地域の特性に応じた支援体制の強化 

３．地域づくり 
  活動拠点の確保 

（８）市民センター等の施設整備・改修 

（９）自治会集会所等の施設整備支援 

（10）市民センター等を地域自らが管理・運営するための体制づくり 

６ 推進施策と具体的な取組 

  

 人生 100年時代と言われる中、人口減少、少子高齢化の進行、生活様式や居住形態・価値観の多

様化、ICT・IoTの進化など、急速に変化する社会情勢に対応し、住み慣れた地域の中で誰もが自分

らしく生き生きと安心して暮らしていくためには、地域に暮らす一人ひとり「みんなが主役」とな

り、地域特性を活かしながら持続可能な地域づくり活動を展開していくことが必要です。 

（１）現状と課題 

● 持続可能な地域社会の実現に向けての第一歩となる「地域の夢プラン」が市内 21 地区（団体）

で策定されていますが、未策定となっている地区があるため、「地域の夢プラン」策定に向けた地

域の機運を醸成していく必要があります。 

● コロナ禍の影響等により、「地域の夢プラン」に掲げた活動が停滞している地区や「地域の夢プ

ラン」の見直し（改定）（以下「見直し」という。）が行われていない地区があるため、活動再開

や「地域の夢プラン」の見直しに向けた支援を行う必要があります。 

住
民
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援

推進施策１ 住民主体の地域づくりの促進 
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● 中山間地域のみならず、都市部・都市周辺部においても、これまで行われてきた暮らしを支え

合う仕組みが持続可能となるよう、地域運営に経営の視点を取り入れる取組が求められています。 

（２）具体的な取組（インプット） 

① 地域の夢プランの推進 

持続可能な地域社会の実現に向けて「地域の夢プラン」の策定や見直し、その実践活動に取り

組む地域に対して、（公財）周南市ふるさと振興財団と市が連携して、人財面・財政面において

きめ細かな支援をします。 

② 小さな拠点づくりの推進 

中山間地域において、身近な生活サービスの維持や地域資源を活用して収入を確保する取組

を行う「小さな拠点づくり」を推進するとともに、地域住民で支え合う仕組みづくりの構築に向

けて、関係機関と連携して支援します。 

③ 関係人口の拡大、活動人口の創出 

主に中山間地域において、愛着のある地域に様々な形で関わる「関係人口」の拡大を図りなが

ら、より地域に深く関わり、地域活動の担い手として貢献する「活動人口」の創出に向けた仕組

みづくりを支援します。 

（３）獲得したい成果・効果（アウトカム） 

指 標 成果・効果 

地域づくり講座開催 
・なぜ地域づくり活動が必要か？地域のことについて本音で話し合うこと
の大切さや、固定観念にこだわらず、新しい考え方や人材を集めること
の必要性に気付く。 

夢プラン策定・見直し 
・地域の現状や目指す将来像、その実現に向けて必要な具体的な取組につ
いて、地域住民が共有し、やる気になる。 

夢プランの実現に向けた実
践活動 

・地域資源を活用した新たな地域の価値の創出、地域課題の解決や地域づ
くり活動の新たな担い手の発掘・育成・確保につながり、地域に活力が
生まれる。 

地域経営会社の設立 

・経営の視点を取り入れて、身近な生活サービスの維持や地域資源を活用
して収入を確保する取組等を行い、その取組を持続的に実践する「地域
経営会社」の設立を支援することで、中山間地域で将来にわたって地域
住民が安心して暮らし続けられる生活圏づくりが推進される。 

関係人口により組織された、
地域の担い手となる組織の
設立・活動 

・地域外に居住する、その地域にルーツがある人（出身者）や何らかの関
わりのある人（在勤・在学、過去に在勤・在学・居住・滞在など）な
ど、地域に愛着のある人たちが、地域づくりの担い手として参画しやす
い環境づくりを支援することで、将来にわたって持続可能な地域づくり
が展開される。 

（４）成果・効果の獲得に向けた活動量（アウトプット） 

指 標 
現状値 

R5(2023)年度 
目標値 

R11(2029)年度 
備考 

地域づくり講座開催地区数 ２０ ３１ 累計 

夢プラン策定・見直しに取り組んだ地区数 
策定 ２１ 

改定  ６ 

策定 ２３ 

改定  ８ 
累計 

夢プランの実現に向けて実践活動に取り組んだ地区数 ２０ ２３ 累計 

地域経営会社の設立団体数 ０ １ 累計 

出身者の会やファンクラブ、サポーターの会など、関係人口

により組織された、地域の担い手となる団体数 
２ ４ 累計 
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各地区の地域団体は、都市部・都市周辺部・中山間地域など、それぞれ異なる地域特性や地域

課題を有しており、それぞれの地域の実情に応じた地域づくり活動を展開していますが、地域活

動を行うリーダーやメンバーの高齢化が進み、負担も増大しています。 

このため、住み慣れた暮らしやすい地域を「将来世代につなげていく」ためには、地域団体のマ

ネジメント力の強化と新たな担い手の発掘・育成・確保に向けた取組や、電子技術やデジタル技術

を活用した活動の負担軽減につながる取組を行うことが必要です。 

（１）現状と課題 

● 自治会加入率が低下し続けており、自治会への加入促進に向けた取組を進めていく必要があり

ます。 

● 人口減少・少子高齢化が進む中、生活様式や居住形態、価値観、住民のニーズは多様化・複雑化

しており、地域活動を行うリーダーの負担が増大しています。 

● 地域団体や市民活動団体の共通の問題として、「リーダーや会員の高齢化」「担い手不足」が挙

げられています。 

● 一方で、地域の実情に合わせた事業の見直しや、既存のやり方を変えることに対して抵抗感が

みられるため、より柔軟で幅広い活動が展開できる体制づくりが求められます。 

● しゅうなん市民活動支援センターを徳山港町庁舎に移転し、市民活動支援の窓口を一元化し支

援体制の強化が図られています。 

● 教育機関においては、地域団体や企業・事業所、市と連携して、児童・生徒・学生が地域づく

りに関わる取組が積極的に進められています。 

● 企業・事業所においては、ＣＳＲ*15（企業の社会的責任）として、地域づくり活動に取り組む

企業・事業所が増えています。 

（２）具体的な取組（インプット） 

① 自治会活動の支援 

周南市自治会連合会や（一社）山口県宅建協会周南支部と市が連携して、自治会への加入促進

に取り組みます。また、周南市自治会連合会と市の関係部署の連携を一層強化し、自治会の持続

と発展や自治会活動の負担軽減に向けた取組を検討します。 

② 地域団体のマネジメント力の強化と新たな担い手の確保 

いつまでも住み慣れた暮らしやすい地域を「将来世代につなげていく」ため、（公財）周南市

ふるさと振興財団との連携により、地域団体のマネジメント力の強化や活動を担う新たな人材

の発掘・育成・確保に向けた取組を支援します。また、電子技術・デジタル技術等を活用した、

活動の負担軽減に向けた取組を支援します。 

③ 市民活動の促進 

しゅうなん市民活動支援センターをプラットフォームとして、市民活動に関わる情報（人材・

資金・活動場所等）の提供や相談対応等を一層強化し、市民活動を行うグループや個人の自主的・

主体的な活動を支援するとともに、企業・事業所が取り組むＣＳＲ活動やＮＰＯ等の活動を総合

的に支援することで、市民活動の活性化を促進します。 

④ 地域の特性に応じた支援体制の強化 

各地区の地域づくり活動の支援を行う市民センター職員のスキルアップを図るとともに、市の

推進施策２ 地域づくり活動の担い手への支援 
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地域づくりに関連する部署の連携を強化し、地域の実情に応じた支援を行います。また、地域づく

り活動に関わる新たな担い手の発掘・育成・確保に向けた取組等を支援します。 

（３）獲得したい成果・効果（アウトカム） 

指 標 成果・効果 

自治会加入率 

・転入者（世帯）や自治会未加入者（世帯）の自治会加入者（世帯）の増

加。※自治会加入率：現状値（72.14％）の維持 

・自治会活動に参加する住民の減少や、住民相互のつながりの希薄化に歯

止めがかかる。 

自治会の負担軽減に向けた

取組 

・会員の減少・高齢化、役員の担い手不足といった状況下にあっても、自

治会活動が持続できる。 

地域団体のマネジメント力

強化に向けた取組 

・地域団体の地域資源（ヒト・モノ・カネ・情報）を管理、活用する力が

強化される。 

担い手確保・活動の負担軽減

に向けた取組 

・地域活動に関わる新たな担い手確保、活動の負担を軽減することで、無

理のない地域づくり活動が持続できる。 

市民活動に関する情報の発

信数 

・市民活動に興味を持ち、自分の生活だけでなく、地域も社会もよくしよ

うとする行動につながる。 

市民活動に対する相談対応

数 

・市民活動を始めたいと思っているが、何から始めたらよいか困っている

個人・団体等のスタートアップにつながる。 

職員を対象としたスキルア

ップ研修参加者数 

・地域のありたい姿の実現に向けて、地域住民が自主的・主体的に取り組

む活動をきめ細かに支援する体制が整う。 

新たな人材の発掘・育成に向

けた取組の実施回数 

・これまで主として地域住民が行ってきた地域づくり活動の取組に加え、

教育機関や企業・事業所、関係人口等を活用した取組が創出される。 

 

（４）成果・効果の獲得に向けた活動量（アウトプット） 

指 標 
現状値 

R5(2023)年度 

目標値 

R11(2029)年度 
備考 

自治会加入促進に向けた啓発 

（自治会加入促進チラシ配布数） 
２，５００ ４，０００ 年度内延べ 

自治会加入促進に向けた取組（実施事業件数） ３ ５ 累計 

自治会の負担軽減に向けた取組（実施事業件数） １ ３ 累計 

地域団体のマネジメント力強化に向けた取組 

（実施事業件数） 
２ ４ 累計 

担い手確保・活動の負担軽減に向けた取組 

（実施事業件数） 
１ ３ 累計 

市民活動に関する情報の発信数 １５４ ２００ 年度内延べ 

市民活動に対する相談対応数 ３１ ４０ 年度内延べ 

職員を対象としたスキルアップ研修参加者数 ８５ １００ 年度内延べ 

新たな人材の発掘・育成に向けた取組の実施回数 ２ ２０ 累計 
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 地域づくり活動を行う拠点となる施設の老朽化が進んでいることから、新たな機能の付加や集

約など、将来を見据えた建て替えや改修、設備の更新などの整備が求められており、地域づくりを

「将来世代につなげるための環境整備」が必要です。 

（１）現状と課題 

● 地域づくり活動と生涯学習の拠点となる「市民センター等」の老朽化が進んでいます。 

● 自治会活動の拠点となる「自治会集会所等」の老朽化が進んでいます。 

● 新たに整備された市民センターは、利便性が向上したため稼働率が上昇し、地域の活性化につ

ながっています。 

● 地域住民で組織する団体等が指定管理者として「市民センター等」の管理・運営を行う地区が

あります。 

（２）具体的な取組（インプット） 

① 市民センター等の施設整備・改修 

生涯学習と地域づくりの活動の拠点である市民センター等について、計画的な整備や適切な

維持・管理を行います。 

② 自治会集会所等の施設整備支援 

自治会活動の拠点となる自治会集会所等の整備に対する支援をします。 

③ 市民センター等を地域自らが管理・運営するための体制づくり 

地域づくり活動の持続と発展を目指し、市民センター等において、より柔軟で幅広い活動が展

開できるよう、地域自らが管理・運営するための体制づくりを支援します。 

（３）獲得したい成果・効果（アウトカム） 

指 標 成果・効果 

市民センター等の整備及び改修

工事等実施 

・市民センター等の計画的な改修・整備の実施により、地域づくり活

動と生涯学習の拠点機能が維持される。 

自治会集会所等建設事業費補助 
・自治会活動の拠点となる自治会集会所等の整備を行うことで、自治

会活動を「将来世代につなげる」ための環境が整う。 

市民センター等の管理・運営を

地域団体が行う地区数 

・地域自らが管理・運営を行う市民センター等が増えることにより、

より柔軟で幅広い地域づくり活動が持続的に展開できる。 

 

（４）成果・効果の獲得に向けた活動量（アウトプット） 

指 標 
現状値 

R5(2023)年度 
目標値 

R11(2029)年度 
備考 

市民センター等の整備及び改修工事等実施件数 ９ ２０ 累計 

自治会集会所等建設事業費補助件数 ８ ６０ 累計 

市民センター等の管理・運営を地域団体が行う地区数 ２ ４ 累計 
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７ 計画の推進体制等 

（１）計画の推進体制 

本計画の着実な推進を図るため、市民、中間支援組織（（公財）周南市ふるさと振興財団）、行政

が連携し、専門家等を活用しながら地域づくりを進めていきます。 

（２）計画の進行管理 

本計画の進行管理は、推進施策ごとの数値目標の達成

状況や進捗状況等を把握し、成果重視の観点から検証を

行ったうえで、ＰＤＣＡサイクルにより施策や事業の改

善を図ります。 

 

 

成果の検証にあたっては、周南市地域づくり推進協議会及び地域創発事業委員会など、外部の知

見を活用することとします。 

また、本市を取り巻く社会情勢の変化や周南市地域づくり推進協議会などからの評価に加え、定

期的にステークホルダーからの意見聴取を行う中で、計画期間中においても、必要に応じて本計画

の見直しを行うこととします。 
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